
 

８東彼杵町告示第８号 

  

東彼杵町高齢者のための地域づくり・見守りネットワーク協議会設置要綱の一部を改正

する要綱をここに告示する。 

  

令和８年１月２０日 

  

東彼杵町長  岡田 伊一郎 
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東彼杵町高齢者のための地域づくり・見守りネットワーク協議会設置要綱の一部を改正する要綱 

東彼杵町高齢者のための地域づくり・見守りネットワーク協議会設置要綱（平成２９年告示第２５号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

東彼杵町高齢者のための地域づくり・見守りネットワーク協議会設置要綱（平成２９年告示第２５号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（組織及び委員） （組織及び委員） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる関係機関等の構成員の中から町長

が委嘱する。 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる関係機関等の構成員の中から町長

が委嘱する。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 

（９） 彼杵      婦人会 （９） 彼杵・千綿婦人会 

（１０） 町消費生活相談担当者 （１０） 消費生活相談員       

（１１） （略） （１１） （略） 

附 則 

この要綱は、令和８年１月２０日から施行し、第３条については、令和８年１月１日から適用する。 


